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奈
良
県
障
害
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あ
る
人
も
な
い
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と
も
に
暮
ら
し
や
す
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社
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づ
く
り
条
例
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ふふふふそくそくそくそく基
本
的
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
差
別
の
な
い
自
由
で
平
等
な
社
会
の
実
現
は
、
人
類
全
て
の
悲
願
で
あ

ききききほんほんほんほんてきてきてきてきじんじんじんじんけんけんけんけんそんそんそんそんちようちようちようちようささささべつべつべつべつじじじじゆうゆうゆうゆうびようびようびようびようどうどうどうどうしやしやしやしやかいかいかいかいじつじつじつじつげんげんげんげんじんじんじんじんるいるいるいるいすべすべすべすべひひひひがんがんがんがん
り
、
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
て
の
人
間
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
で
あ
り
、
か
つ
、

しようしようしようしようがいがいがいがいううううむむむむ
すべすべすべすべにんにんにんにんげんげんげんげんうううう
じじじじゆうゆうゆうゆう

尊
厳
と
権
利
と
に
つ
い
て
平
等
で
あ
る
。
ま
た
、
障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
、
等
し
く
基
本
的
人
権

そんそんそんそんげんげんげんげんけんけんけんけんりりりり
びようびようびようびようどうどうどうどう
しようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとひとひとひとひとひとひとひとひとききききほんほんほんほんてきてきてきてきじんじんじんじんけんけんけんけん

を
享
有
す
る
個
人
と
し
て
そ
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
社
会
の
実
現
は
、
全
て
の
人
間
の
共
通
の
願
い

きようきようきようきようゆうゆうゆうゆうここここじんじんじんじん
そんそんそんそんげんげんげんげんおもおもおもおも
しやしやしやしやかいかいかいかいじつじつじつじつげんげんげんげんすべすべすべすべにんにんにんにんげんげんげんげんきようきようきようきようつうつうつうつうねがねがねがねが

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
な
お
、
障
害
の
あ
る
人
に
対
す
る
障
害
を
理
由
と
す
る
不
利
益
な
取
扱
い
が
存

いまいまいまいましようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとたいたいたいたいしようしようしようしようがいがいがいがいりりりりゆうゆうゆうゆうふふふふりりりりえきえきえきえきとりとりとりとりあつかあつかあつかあつかそんそんそんそん
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
障
害
の
あ
る
人
の
社
会
参
加
や
自
立
を
制
限
す
る
物
理
的
な
障
壁
、
誤
解
や
偏

ざいざいざいざい
しようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとしやしやしやしやかいかいかいかいさんさんさんさんかかかかじじじじりつりつりつりつせいせいせいせいげんげんげんげんぶつぶつぶつぶつりりりりてきてきてきてきしようしようしようしようへきへきへきへきごごごごかいかいかいかいへんへんへんへん

見
と
い
っ
た
意
識
上
の
障
壁
等
様
々
な
社
会
的
障
壁
も
存
在
し
て
い
る
。

けんけんけんけんいいいいしきしきしきしきじようじようじようじようしようしようしようしようへきへきへきへきとうとうとうとうさまさまさまさまざまざまざまざましやしやしやしやかいかいかいかいてきてきてきてきしようしようしようしようへきへきへきへきそんそんそんそんざいざいざいざい

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
我
々
は
、
障
害
及
び
障
害
の
あ
る
人
に
関
す
る
こ
と
を
身
近
な
課
題

じようじようじようじようきようきようきようきようふふふふわれわれわれわれわれわれわれわれしようしようしようしようがいがいがいがいおよおよおよおよしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとかんかんかんかん
みみみみぢかぢかぢかぢかかかかかだいだいだいだい

と
捉
え
、
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
誰
も
が
と
も
に
学
び
生
き
る
と
い
う
意
識
を
育
み
、
障
害
を

とらとらとらとらしようしようしようしようがいがいがいがいううううむむむむ
だれだれだれだれ
まなまなまなまないいいい
いいいいしきしきしきしきはぐくはぐくはぐくはぐくしようしようしようしようがいがいがいがい

理
由
と
す
る
差
別
的
言
動
そ
の
他
の
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
行
為
を
な
く
す
と
と
も
に
、
全
て
の
県
民

りりりりゆうゆうゆうゆうささささべつべつべつべつてきげんどうたたたたけんけんけんけんりりりりりりりりえきえきえきえきしんしんしんしんがいがいがいがいこうこうこうこういいいい
すべすべすべすべけんけんけんけんみんみんみんみん

の
障
害
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
取
組
が
必
要
で
あ
る
。

しようしようしようしようがいがいがいがいりりりりかいかいかいかいふかふかふかふか
とりとりとりとりくみくみくみくみひつひつひつひつようようようよう

こ
こ
に
、
我
々
は
、
障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
、
と
も
に
安
心
し
て
幸
せ
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き

われわれわれわれわれわれわれわれしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとひとひとひとひと
あんあんあんあんしんしんしんしんしあわしあわしあわしあわくくくく

る
奈
良
県
づ
く
り
を
目
指
し
て
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

ななななららららけんけんけんけんめめめめざざざざ
じようじようじようじようれいれいれいれいせいせいせいせいていていていてい

第
一
章
総
則

だいだいだいだいいちいちいちいちしようしようしようしようそうそうそうそうそくそくそくそく

（
目
的
）

もくもくもくもくてきてきてきてき第
一
条
こ
の
条
例
は
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
、
障
害
の
あ
る
人
の
権
利
擁
護
及
び
県
民

だいだいだいだいいちいちいちいちじようじようじようじようじようじようじようじようれいれいれいれいしようしようしようしようがいがいがいがいりりりりゆうゆうゆうゆうささささべつべつべつべつかいかいかいかいしようしようしようしようしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとけんけんけんけんりりりりようようようようごごごごおよおよおよおよけんけんけんけんみんみんみんみん

理
解
（
以
下
「
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
等
」
と
い
う
。
）
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
事

りりりりかいかいかいかいいいいいかかかかしようしようしようしようがいがいがいがいりりりりゆうゆうゆうゆうささささべつべつべつべつかいかいかいかいしようしようしようしようとうとうとうとう
そくそくそくそくしんしんしんしんかんかんかんかんききききほんほんほんほんてきてきてきてきじじじじ

項
を
定
め
、
県
の
責
務
、
県
と
市
町
村
と
の
連
携
並
び
に
県
民
及
び
事
業
者
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
、

こうこうこうこうさださださださだけんけんけんけんせきせきせきせきむむむむけんけんけんけんししししちようちようちようちようそんそんそんそんれんれんれんれんけいけいけいけいならならならならけんけんけんけんみんみんみんみんおよおよおよおよじじじじぎようぎようぎようぎようしやしやしやしややくやくやくやくわりわりわりわりあきあきあきあき



- 2 -

障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
等
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
て
の
県
民
が
、

しようしようしようしようがいがいがいがいりりりりゆうゆうゆうゆうささささべつべつべつべつかいかいかいかいしようしようしようしようとうとうとうとうかんかんかんかんししししさくさくさくさくすいすいすいすいしんしんしんしん
すべすべすべすべけんけんけんけんみんみんみんみん

障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
、
安
心
し
て
幸
せ
に
暮

しようしようしようしようがいがいがいがいううううむむむむ
そうそうそうそうごごごごじんじんじんじんかくかくかくかくここここせいせいせいせいそんそんそんそんちようちようちようちようああああ
あんあんあんあんしんしんしんしんしあわしあわしあわしあわくくくく

ら
す
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

しやしやしやしやかいかいかいかいじつじつじつじつげんげんげんげんしししし
もくもくもくもくてきてきてきてき

（
定
義
）

ていていていていぎぎぎぎ第
二
条
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

だいだいだいだいににににじようじようじようじようじようじようじようじようれいれいれいれい
つぎつぎつぎつぎかくかくかくかくごうごうごうごうかかかかかかかかようようようようごごごごいいいいぎぎぎぎ
とうとうとうとうがいがいがいがいかくかくかくかくごうごうごうごうさださださださだ

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
障
害
の
あ
る
人
身
体
障
害
、
知
的
障
害
、
精
神
障
害
（
発
達
障
害
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
心

いちいちいちいちしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとしんしんしんしんたいたいたいたいしようしようしようしようがいがいがいがいちちちちてきてきてきてきしようしようしようしようがいがいがいがいせいせいせいせいしんしんしんしんしようしようしようしようがいがいがいがいはつはつはつはつたつたつたつたつしようしようしようしようがいがいがいがいふくふくふくふく
たたたたこころこころこころこころ

身
の
機
能
の
障
害
（
以
下
「
障
害
」
と
総
称
す
る
。
）
が
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
障
害
及
び
社
会
的

みみみみききききのうのうのうのうしようしようしようしようがいがいがいがいいいいいかかかかしようしようしようしようがいがいがいがいそうそうそうそうしようしようしようしよう
ものものものもの
しようしようしようしようがいがいがいがいおよおよおよおよしやしやしやしやかいかいかいかいてきてきてきてき

障
壁
に
よ
り
継
続
的
に
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
に
相
当
な
制
限
を
受
け
る
状
態
に
あ
る
も
の
を

しようしようしようしようへきへきへきへきけいけいけいけいぞくぞくぞくぞくてきてきてきてきにちにちにちにちじようじようじようじようせいせいせいせいかつかつかつかつまたまたまたまたしやしやしやしやかいかいかいかいせいせいせいせいかつかつかつかつそうそうそうそうとうとうとうとうせいせいせいせいげんげんげんげんううううじようじようじようじようたいたいたいたい

い
う
。

二
社
会
的
障
壁
障
害
が
あ
る
者
に
と
っ
て
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
上
で
障
壁
と
な
る

ににににしやしやしやしやかいかいかいかいてきてきてきてきしようしようしようしようへきへきへきへきしようしようしようしようがいがいがいがいものものものものにちにちにちにちじようじようじようじようせいせいせいせいかつかつかつかつまたまたまたまたしやしやしやしやかいかいかいかいせいせいせいせいかつかつかつかついとないとないとないとなじようじようじようじようしようしようしようしようへきへきへきへき

よ
う
な
社
会
に
お
け
る
事
物
、
制
度
、
慣
行
、
観
念
そ
の
他
一
切
の
も
の
を
い
う
。

しやしやしやしやかいかいかいかいじじじじぶつぶつぶつぶつせいせいせいせいどどどどかんかんかんかんこうこうこうこうかんかんかんかんねんねんねんねんたたたたいついついついつさいさいさいさい
（
基
本
理
念
）

ききききほんほんほんほんりりりりねんねんねんねん

第
三
条
全
て
の
県
民
が
、
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が

だいだいだいだいさんさんさんさんじようじようじようじようすべすべすべすべけんけんけんけんみんみんみんみんしようしようしようしようがいがいがいがいううううむむむむ
そうそうそうそうごごごごじんじんじんじんかくかくかくかくここここせいせいせいせいそんそんそんそんちようちようちようちようああああ

ら
、
安
心
し
て
幸
せ
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
理
念
と

あんあんあんあんしんしんしんしんしあわしあわしあわしあわくくくく
しやしやしやしやかいかいかいかいじつじつじつじつげんげんげんげんつぎつぎつぎつぎかかかかかかかかじじじじこうこうこうこうききききほんほんほんほんりりりりねんねんねんねん

し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

おこなおこなおこなおこな一
全
て
の
障
害
の
あ
る
人
は
、
基
本
的
人
権
を
享
有
す
る
個
人
と
し
て
そ
の
尊
厳
が
重
ん
じ
ら
れ
、

いちいちいちいちすべすべすべすべしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとききききほんほんほんほんてきてきてきてきじんじんじんじんけんけんけんけんきようきようきようきようゆうゆうゆうゆうここここじんじんじんじん
そんそんそんそんげんげんげんげんおもおもおもおも

そ
の
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い
生
活
を
保
障
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
。

そんそんそんそんげんげんげんげん
せいせいせいせいかつかつかつかつほほほほしようしようしようしようけんけんけんけんりりりりゆうゆうゆうゆう

二
全
て
の
障
害
の
あ
る
人
は
、
社
会
、
経
済
、
文
化
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
に
参
加
す
る

ににににすべすべすべすべしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとしやしやしやしやかいかいかいかいけいけいけいけいざいざいざいざいぶんぶんぶんぶんかかかかたたたたぶんぶんぶんぶんややややかつかつかつかつどうどうどうどうさんさんさんさんかかかか
機
会
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。

ききききかいかいかいかいかくかくかくかくほほほほ

三
全
て
の
障
害
の
あ
る
人
は
、
ど
こ
で
誰
と
生
活
す
る
か
に
つ
い
て
の
選
択
の
機
会
が
確
保
さ
れ
、

さんさんさんさんすべすべすべすべしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひと
だれだれだれだれせいせいせいせいかつかつかつかつ
せんせんせんせんたくたくたくたくききききかいかいかいかいかくかくかくかくほほほほ

地
域
社
会
に
お
い
て
他
の
人
々
と
と
も
に
暮
ら
す
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と
。

ちちちちいきいきいきいきしやしやしやしやかいかいかいかいたたたたひとひとひとひとびとびとびとびとくくくく
さまたさまたさまたさまた

四
全
て
の
障
害
の
あ
る
人
は
、
言
語
（
手
話
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
意
思
疎
通
の
た
め
の
手
段
に

よんよんよんよんすべすべすべすべしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとげんげんげんげんごごごごしゆしゆしゆしゆわわわわふくふくふくふく
たたたたいいいいししししそそそそつうつうつうつうしゆしゆしゆしゆだんだんだんだん

つ
い
て
の
選
択
の
機
会
が
確
保
さ
れ
る
と
と
も
に
、
情
報
の
取
得
又
は
利
用
の
た
め
の
手
段
に
つ

せんせんせんせんたくたくたくたくききききかいかいかいかいかくかくかくかくほほほほ
じようじようじようじようほうほうほうほうしゆしゆしゆしゆとくとくとくとくまたまたまたまたりりりりようようようようしゆしゆしゆしゆだんだんだんだん

い
て
の
選
択
の
機
会
の
拡
大
が
図
ら
れ
る
こ
と
。

せんせんせんせんたくたくたくたくききききかいかいかいかいかくかくかくかくだいだいだいだいはかはかはかはか

五
障
害
の
あ
る
人
と
な
い
人
が
、
と
も
に
交
流
し
、
及
び
学
び
あ
い
理
解
を
深
め
る
必
要
が
あ
る

ごごごごしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとひとひとひとひと
こうこうこうこうりゆうりゆうりゆうりゆうおよおよおよおよまなまなまなまなりりりりかいかいかいかいふかふかふかふかひつひつひつひつようようようよう

こ
と
。

（
県
の
責
務
）

けんけんけんけんせきせきせきせきむむむむ

第
四
条
県
は
、
前
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
等
に
関
す
る
施

だいだいだいだいよんよんよんよんじようじようじようじようけんけんけんけんぜんぜんぜんぜんじようじようじようじようききききほんほんほんほんりりりりねんねんねんねん
しようしようしようしようがいがいがいがいりりりりゆうゆうゆうゆうささささべつべつべつべつかいかいかいかいしようしようしようしようとうとうとうとうかんかんかんかんしししし

策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

さくさくさくさくそうそうそうそうごうごうごうごうてきてきてきてきけいけいけいけいかくかくかくかくてきてきてきてきじつじつじつじつしししし
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（
県
と
市
町
村
と
の
連
携
）

けんけんけんけんししししちようちようちようちようそんそんそんそんれんれんれんれんけいけいけいけい
第
五
条
県
は
、
市
町
村
が
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
等
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
場
合
に

だいだいだいだいごごごごじようじようじようじようけんけんけんけんししししちようちようちようちようそんそんそんそんしようしようしようしようがいがいがいがいりりりりゆうゆうゆうゆうささささべつべつべつべつかいかいかいかいしようしようしようしようとうとうとうとうかんかんかんかんししししさくさくさくさくじつじつじつじつししししばばばばあいあいあいあい

あ
っ
て
は
、
当
該
市
町
村
と
連
携
し
、
及
び
協
力
す
る
と
と
も
に
、
当
該
市
町
村
に
対
し
、
情
報
の

とうとうとうとうがいがいがいがいししししちようちようちようちようそんそんそんそんれんれんれんれんけいけいけいけいおよおよおよおよきようきようきようきようりよくりよくりよくりよく
とうとうとうとうがいがいがいがいししししちようちようちようちようそんそんそんそんたいたいたいたいじようじようじようじようほうほうほうほう

提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

ていていていていきようきようきようきようじよじよじよじよげんげんげんげんたたたたひつひつひつひつようようようようししししえんえんえんえんおこなおこなおこなおこな
（
県
民
及
び
事
業
者
の
役
割
）

けんけんけんけんみんみんみんみんおよおよおよおよじじじじぎようぎようぎようぎようしやしやしやしややくやくやくやくわりわりわりわり
第
六
条
県
民
及
び
事
業
者
は
、
第
三
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
障
害
及
び
障
害
の
あ
る
人
に
対

だいだいだいだいろくろくろくろくじようじようじようじようけんけんけんけんみんみんみんみんおよおよおよおよじじじじぎようぎようぎようぎようしやしやしやしやだいだいだいだいさんさんさんさんじようじようじようじようききききほんほんほんほんりりりりねんねんねんねん
しようしようしようしようがいがいがいがいおよおよおよおよしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとたいたいたいたい

す
る
関
心
と
理
解
を
深
め
、
自
己
啓
発
に
努
め
る
と
と
も
に
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
障
害
を

かんかんかんかんしんしんしんしんりりりりかいかいかいかいふかふかふかふかじじじじここここけいけいけいけいはつはつはつはつつとつとつとつと
けんけんけんけんおよおよおよおよししししちようちようちようちようそんそんそんそんじつじつじつじつしししししようしようしようしようがいがいがいがい

理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
等
の
推
進
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

りりりりゆうゆうゆうゆうささささべつべつべつべつかいかいかいかいしようしようしようしようとうとうとうとうすいすいすいすいしんしんしんしんきようきようきようきようりよくりよくりよくりよくつとつとつとつと
（
財
政
上
の
措
置
）

ざいざいざいざいせいせいせいせいじようじようじようじようそそそそちちちち
第
七
条
県
は
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
等
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
財

だいだいだいだいななななななななじようじようじようじようけんけんけんけんしようしようしようしようがいがいがいがいりりりりゆうゆうゆうゆうささささべつべつべつべつかいかいかいかいしようしようしようしようとうとうとうとうかんかんかんかんししししさくさくさくさくすいすいすいすいしんしんしんしん
ひつひつひつひつようようようようざいざいざいざい

政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

せいせいせいせいじようじようじようじようそそそそちちちちこうこうこうこうつとつとつとつと
第
二
章
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
禁
止

だいだいだいだいににににしようしようしようしようしようしようしようしようがいがいがいがいりりりりゆうゆうゆうゆうささささべつべつべつべつきんきんきんきんしししし
（
不
利
益
な
取
扱
い
の
禁
止
）

ふふふふりりりりえきえきえきえきとりとりとりとりあつかあつかあつかあつかきんきんきんきんしししし

第
八
条
何
人
も
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

だいだいだいだいはちはちはちはちじようじようじようじようなんなんなんなんにんにんにんにんつぎつぎつぎつぎかかかかかかかかこうこうこうこういいいい

一
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
に
規
定
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
福

いちいちいちいちしやしやしやしやかいかいかいかいふくふくふくふくししししほうほうほうほうしようしようしようしようわわわわににににじゆうじゆうじゆうじゆうろくろくろくろくねんねんねんねんほうほうほうほうりつりつりつりつだいだいだいだいよんよんよんよんじゆうじゆうじゆうじゆうごごごごごうごうごうごうききききていていていていふくふくふくふくしししし
いいいいかかかかふくふくふくふく

祉
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
障
害
の
あ
る
人
に
対
し
て
、
そ
の
生

しししし
ていていていていきようきようきようきようばばばばあいあいあいあい
しようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとたいたいたいたい
せいせいせいせい

命
又
は
身
体
の
保
護
の
た
め
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
の
合
理
的
な
理
由
が
あ

めいめいめいめいまたまたまたまたしんしんしんしんたいたいたいたいほほほほごごごご
ええええみとみとみとみとばばばばあいあいあいあいたたたたごうごうごうごうりりりりてきてきてきてきりりりりゆうゆうゆうゆう

る
場
合
を
除
き
、
障
害
を
理
由
と
し
て
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
拒
み
、
若
し
く
は
制
限
し
、

ばばばばあいあいあいあいのぞのぞのぞのぞしようしようしようしようがいがいがいがいりりりりゆうゆうゆうゆうふくふくふくふくしししし
ていていていていきようきようきようきようこばこばこばこばももももせいせいせいせいげんげんげんげん

又
は
こ
れ
に
条
件
を
付
し
、
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
す
る
こ
と
。

またまたまたまたじようじようじようじようけんけんけんけんふふふふ
たたたたふふふふりりりりえきえきえきえきとりとりとりとりあつかあつかあつかあつか

二
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律

ににににしようしようしようしようがいがいがいがいしやしやしやしやにちにちにちにちじようじようじようじようせいせいせいせいかつかつかつかつおよおよおよおよしやしやしやしやかいかいかいかいせいせいせいせいかつかつかつかつそうそうそうそうごうごうごうごうてきてきてきてきししししえんえんえんえん
ほうほうほうほうりつりつりつりつへいへいへいへいせいせいせいせいじゆうじゆうじゆうじゆうななななななななねんねんねんねんほうほうほうほうりつりつりつりつ

第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、

だいだいだいだいににににじゆうじゆうじゆうじゆうさんさんさんさんごうごうごうごうだいだいだいだいごごごごじようじようじようじようだいだいだいだいいちいちいちいちこうこうこうこうききききていていていていしようしようしようしようがいがいがいがいふくふくふくふくしししし
ていていていていきようきようきようきようばばばばあいあいあいあい

障
害
の
あ
る
人
に
対
し
て
、
同
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
相
談
支
援
が
行
わ
れ
た
場
合
そ
の
他
の

しようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとたいたいたいたいどうどうどうどうじようじようじようじようだいだいだいだいじゆうじゆうじゆうじゆうろくろくろくろくこうこうこうこうききききていていていていそうそうそうそうだんだんだんだんししししえんえんえんえんおこなおこなおこなおこなばばばばあいあいあいあいたたたた
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
障
害
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
意
に
反
し
て
同
条
第
一
項
に

ごうごうごうごうりりりりてきてきてきてきりりりりゆうゆうゆうゆうばばばばあいあいあいあいのぞのぞのぞのぞしようしようしようしようがいがいがいがいりりりりゆうゆうゆうゆう
いいいいはんはんはんはんどうどうどうどうじようじようじようじようだいだいだいだいいちいちいちいちこうこうこうこう

規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
若
し
く
は
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施

ききききていていていていこうこうこうこうせいせいせいせいろうろうろうろうどうどうどうどうしようしようしようしようれいれいれいれいさださださださだししししせつせつせつせつももももどうどうどうどうじようじようじようじようだいだいだいだいじゆうじゆうじゆうじゆういちいちいちいちこうこうこうこうききききていていていていしようしようしようしようがいがいがいがいしやしやしやしやししししえんえんえんえんしししし
設
へ
の
入
所
を
強
制
し
、
又
は
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
へ
の
入

せつせつせつせつにゆうにゆうにゆうにゆうしよしよしよしよきようきようきようきようせいせいせいせいまたまたまたまたどうどうどうどうじようじようじようじようだいだいだいだいじゆうじゆうじゆうじゆうごごごごこうこうこうこうききききていていていていきようきようきようきようどうどうどうどうせいせいせいせいかつかつかつかつえんえんえんえんじよじよじよじよおこなおこなおこなおこなじゆうじゆうじゆうじゆうきよきよきよきよ

居
を
強
制
す
る
こ
と
。

きよきよきよきよきようきようきようきようせいせいせいせい三
不
動
産
の
取
引
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
障
害
の
あ
る
人
又
は
障
害
の
あ
る
人
と
同
居
す
る
者

さんさんさんさんふふふふどうどうどうどうさんさんさんさんとりとりとりとりひきひきひきひきおこなおこなおこなおこなばばばばあいあいあいあい
しようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとまたまたまたまたしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとどうどうどうどうきよきよきよきよものものものもの

に
対
し
て
、
建
物
の
構
造
上
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
の
合
理
的
な
理
由
が
あ

たいたいたいたいたてたてたてたてものものものものこうこうこうこうぞうぞうぞうぞうじようじようじようじようええええみとみとみとみとばばばばあいあいあいあいたたたたごうごうごうごうりりりりてきてきてきてきりりりりゆうゆうゆうゆう

る
場
合
を
除
き
、
そ
の
障
害
を
理
由
と
し
て
、
不
動
産
の
売
却
若
し
く
は
賃
貸
、
賃
借
権
の
譲
渡

ばばばばあいあいあいあいのぞのぞのぞのぞしようしようしようしようがいがいがいがいりりりりゆうゆうゆうゆうふふふふどうどうどうどうさんさんさんさんばいばいばいばいきやくきやくきやくきやくももももちんちんちんちんたいたいたいたいちんちんちんちんしやくしやくしやくしやくけんけんけんけんじようじようじようじようとととと

若
し
く
は
賃
借
物
の
転
貸
を
拒
み
、
若
し
く
は
制
限
し
、
又
は
こ
れ
ら
に
条
件
を
付
し
、
そ
の
他

ももももちんちんちんちんしやくしやくしやくしやくぶつぶつぶつぶつてんてんてんてんたいたいたいたいこばこばこばこばももももせいせいせいせいげんげんげんげんまたまたまたまた
じようじようじようじようけんけんけんけんふふふふ
たたたた
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不
利
益
な
取
扱
い
を
す
る
こ
と
。

ふふふふりりりりえきえきえきえきとりとりとりとりあつかあつかあつかあつか
四
医
療
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
障
害
の
あ
る
人
に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
取
扱
い
を
す
る

よんよんよんよんいいいいりようりようりようりようていていていていきようきようきようきようばばばばあいあいあいあい
しようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとたいたいたいたいつぎつぎつぎつぎかかかかかかかかとりとりとりとりあつかあつかあつかあつか

こ
と
。

ア
障
害
の
あ
る
人
の
生
命
又
は
身
体
の
保
護
の
た
め
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の

しようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとせいせいせいせいめいめいめいめいまたまたまたまたしんしんしんしんたいたいたいたいほほほほごごごご
ええええみとみとみとみとばばばばあいあいあいあい

他
の
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
障
害
を
理
由
と
し
て
、
医
療
の
提
供
を
拒
み
、
若

たたたたごうごうごうごうりりりりてきてきてきてきりりりりゆうゆうゆうゆうばばばばあいあいあいあいのぞのぞのぞのぞしようしようしようしようがいがいがいがいりりりりゆうゆうゆうゆういいいいりようりようりようりようていていていていきようきようきようきようこばこばこばこばもももも

し
く
は
制
限
し
、
又
は
こ
れ
に
条
件
を
付
し
、
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
す
る
こ
と
。

せいせいせいせいげんげんげんげんまたまたまたまたじようじようじようじようけんけんけんけんふふふふたたたたふふふふりりりりえきえきえきえきとりとりとりとりあつかあつかあつかあつか

イ
法
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
障
害
を
理
由
と
し
て
、
障
害
の
あ
る
人
が
希
望

ほうほうほうほうれいれいれいれいとくとくとくとくべつべつべつべつさださださださだばばばばあいあいあいあいのぞのぞのぞのぞしようしようしようしようがいがいがいがいりりりりゆうゆうゆうゆうしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとききききぼうぼうぼうぼう

し
な
い
長
期
間
の
入
院
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
を
強
制
し
、
又
は
隔
離
す
る
こ
と
。

ちようちようちようちようききききかんかんかんかんにゆうにゆうにゆうにゆういんいんいんいんいいいいりようりようりようりよううううう
きようきようきようきようせいせいせいせいまたまたまたまたかくかくかくかくりりりり

五
教
育
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
障
害
の
あ
る
人
に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
取
扱
い
を
す
る
こ
と
。

ごごごごきようきようきようきよういくいくいくいくおこなおこなおこなおこなばばばばあいあいあいあい
しようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとたいたいたいたいつぎつぎつぎつぎかかかかかかかかとりとりとりとりあつかあつかあつかあつか

ア
障
害
の
あ
る
人
の
年
齢
及
び
能
力
か
つ
特
性
を
踏
ま
え
た
十
分
な
教
育
が
受
け
ら
れ
る
よ
う

しようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとねんねんねんねんれいれいれいれいおよおよおよおよのうのうのうのうりよくりよくりよくりよくとくとくとくとくせいせいせいせいふふふふじゆうじゆうじゆうじゆうぶんぶんぶんぶんきようきようきようきよういくいくいくいくうううう
に
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
適
切
な
指
導
又
は
支
援
を
講
じ
な
い
こ
と
。

ひつひつひつひつようようようようみとみとみとみとてきてきてきてきせつせつせつせつししししどうどうどうどうまたまたまたまたししししえんえんえんえんこうこうこうこう
イ
障
害
の
あ
る
人
及
び
そ
の
保
護
者
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第

しようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとおよおよおよおよほほほほごごごごしやしやしやしやがつがつがつがつこうこうこうこうきようきようきようきよういくいくいくいくほうほうほうほうしようしようしようしようわわわわににににじゆうじゆうじゆうじゆうににににねんねんねんねんほうほうほうほうりつりつりつりつだいだいだいだいににににじゆうじゆうじゆうじゆうろくろくろくろくごうごうごうごうだいだいだいだい

十
六
条
に
規
定
す
る
保
護
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
へ
の
意
見
聴
取
及
び
必
要
な
説
明
、
情

じゆうじゆうじゆうじゆうろくろくろくろくじようじようじようじようききききていていていていほほほほごごごごしやしやしやしやいいいいかかかかおなおなおなおな
いいいいけんけんけんけんちようちようちようちようしゆしゆしゆしゆおよおよおよおよひつひつひつひつようようようようせつせつせつせつめいめいめいめいじようじようじようじよう

報
提
供
を
行
わ
な
い
で
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
意
見
を
十
分
に
尊
重
せ
ず
に
、
障
害
の
あ
る
人

ほうほうほうほうていていていていきようきようきようきようおこなおこなおこなおこな
またまたまたまた
ものものものものいいいいけんけんけんけんじゆうじゆうじゆうじゆうぶんぶんぶんぶんそんそんそんそんちようちようちようちようしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひと

が
就
学
す
べ
き
学
校
（
同
法
第
一
条
に
規
定
す
る
小
学
校
、
中
学
校
、
中
等
教
育
学
校
（
前
期

しゆうしゆうしゆうしゆうがくがくがくがくがつがつがつがつこうこうこうこうどうどうどうどうほうほうほうほうだいだいだいだいいちいちいちいちじようじようじようじようききききていていていていしようしようしようしようがつがつがつがつこうこうこうこうちゆうちゆうちゆうちゆうがつがつがつがつこうこうこうこうちゆうちゆうちゆうちゆうとうとうとうとうきようきようきようきよういくいくいくいくがつがつがつがつこうこうこうこうぜんぜんぜんぜんきききき
課
程
に
限
る
。
）
又
は
特
別
支
援
学
校
（
小
学
部
及
び
中
学
部
に
限
る
。
）
を
い
う
。
）
を
決

かかかかていていていていかぎかぎかぎかぎまたまたまたまたとくとくとくとくべつべつべつべつししししえんえんえんえんがつがつがつがつこうこうこうこうしようしようしようしようがくがくがくがくぶぶぶぶおよおよおよおよちゆうちゆうちゆうちゆうがくがくがくがくぶぶぶぶかぎかぎかぎかぎ
けつけつけつけつ

定
す
る
こ
と
。

さだむさだむさだむさだむ六
雇
用
等
に
お
い
て
、
障
害
の
あ
る
人
に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
取
扱
い
を
す
る
こ
と
。

ろくろくろくろくここここようようようようとうとうとうとう
しようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとたいたいたいたいつぎつぎつぎつぎかかかかかかかかとりとりとりとりあつかあつかあつかあつか

ア
労
働
者
の
募
集
又
は
採
用
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
障
害
の
あ
る
人
に
対
し
て
、
従
事
さ
せ

ろうろうろうろうどうどうどうどうしやしやしやしやぼぼぼぼしゆうしゆうしゆうしゆうまたまたまたまたさいさいさいさいようようようようおこなおこなおこなおこなばばばばあいあいあいあい
しようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとたいたいたいたいじゆうじゆうじゆうじゆうじじじじ

よ
う
と
す
る
業
務
を
障
害
の
あ
る
人
が
適
切
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場

ぎようぎようぎようぎようむむむむしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとてきてきてきてきせつせつせつせつすいすいすいすいこうこうこうこう
みとみとみとみとばばばば

合
そ
の
他
の
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
障
害
を
理
由
と
し
て
、
募
集
若
し
く
は
採

あいあいあいあいたたたたごうごうごうごうりりりりてきてきてきてきりりりりゆうゆうゆうゆうばばばばあいあいあいあいのぞのぞのぞのぞしようしようしようしようがいがいがいがいりりりりゆうゆうゆうゆうぼぼぼぼしゆうしゆうしゆうしゆうももももさいさいさいさい
用
を
行
わ
ず
、
若
し
く
は
制
限
し
、
又
は
こ
れ
ら
に
条
件
を
付
し
、
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い

ようようようようおこなおこなおこなおこなももももせいせいせいせいげんげんげんげんまたまたまたまた
じようじようじようじようけんけんけんけんふふふふ
たたたたふふふふりりりりえきえきえきえきとりとりとりとりあつかあつかあつかあつか

を
す
る
こ
と
。

イ
障
害
の
あ
る
人
を
雇
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
障
害
の
あ
る
人
に
対
し
て
、
障
害
の
あ
る
人

しようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとここここようようようようばばばばあいあいあいあい
しようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとたいたいたいたいしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひと

が
業
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
の
合
理
的
な
理
由

ぎようぎようぎようぎようむむむむてきてきてきてきせつせつせつせつすいすいすいすいこうこうこうこう
みとみとみとみとばばばばあいあいあいあいたたたたごうごうごうごうりりりりてきてきてきてきりりりりゆうゆうゆうゆう

が
あ
る
場
合
を
除
き
、
障
害
を
理
由
と
し
て
、
賃
金
、
労
働
時
間
そ
の
他
の
労
働
条
件
、
昇
進
、

ばばばばあいあいあいあいのぞのぞのぞのぞしようしようしようしようがいがいがいがいりりりりゆうゆうゆうゆうちんちんちんちんぎんぎんぎんぎんろうろうろうろうどうどうどうどうじじじじかんかんかんかんたたたたろうろうろうろうどうどうどうどうじようじようじようじようけんけんけんけんしようしようしようしようしんしんしんしん

降
格
、
配
置
転
換
、
教
育
訓
練
、
研
修
若
し
く
は
福
利
厚
生
に
つ
い
て
不
利
益
な
取
扱
い
を

こうこうこうこうかくかくかくかくはいはいはいはいちちちちてんてんてんてんかんかんかんかんきようきようきようきよういくいくいくいくくんくんくんくんれんれんれんれんけんけんけんけんしゆうしゆうしゆうしゆうももももふくふくふくふくりりりりこうこうこうこうせいせいせいせいふふふふりりりりえきえきえきえきとりとりとりとりあつかあつかあつかあつか

し
、
又
は
解
雇
す
る
こ
と
。

またまたまたまたかいかいかいかいここここ

七
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
す
る
建
物
そ
の
他
の
施
設
又
は
公
共
交
通
機
関
を
障
害
の
あ
る

ななななななななふふふふとくとくとくとくていていていていたたたたすうすうすうすうものものものものりりりりようようようようたてたてたてたてものものものものたたたたししししせつせつせつせつまたまたまたまたこうこうこうこうきようきようきようきようこうこうこうこうつうつうつうつうききききかんかんかんかんしようしようしようしようがいがいがいがい

人
の
利
用
に
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
障
害
の
あ
る
人
に
対
し
て
、
建
物
そ
の
他
の
施
設
の
構
造

ひとひとひとひとりりりりようようようようきようきようきようきようばばばばあいあいあいあい
しようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとたいたいたいたいたてたてたてたてものものものものたたたたししししせつせつせつせつこうこうこうこうぞうぞうぞうぞう
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上
又
は
公
共
交
通
機
関
の
車
両
等
の
構
造
上
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
障
害
の
あ
る

じようじようじようじようまたまたまたまたこうこうこうこうきようきようきようきようこうこうこうこうつうつうつうつうききききかんかんかんかんしやしやしやしやりようりようりようりようとうとうとうとうこうこうこうこうぞうぞうぞうぞうじようじようじようじようええええみとみとみとみとばばばばあいあいあいあいしようしようしようしようがいがいがいがい

人
の
生
命
又
は
身
体
の
保
護
の
た
め
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
の
合
理
的
な
理

ひとひとひとひとせいせいせいせいめいめいめいめいまたまたまたまたしんしんしんしんたいたいたいたいほほほほごごごご
ええええみとみとみとみとばばばばあいあいあいあいたたたたごうごうごうごうりりりりてきてきてきてきりりりり

由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
障
害
を
理
由
と
し
て
、
建
物
そ
の
他
の
施
設
若
し
く
は
公
共
交
通

ゆうゆうゆうゆうばばばばあいあいあいあいのぞのぞのぞのぞしようしようしようしようがいがいがいがいりりりりゆうゆうゆうゆうたてたてたてたてものものものものたたたたししししせつせつせつせつももももこうこうこうこうきようきようきようきようこうこうこうこうつうつうつうつう

機
関
の
利
用
を
拒
み
、
若
し
く
は
制
限
し
、
又
は
こ
れ
ら
に
条
件
を
付
し
、
そ
の
他
不
利
益
な
取

ききききかんかんかんかんりりりりようようようようこばこばこばこばももももせいせいせいせいげんげんげんげんまたまたまたまた
じようじようじようじようけんけんけんけんふふふふたたたたふふふふりりりりえきえきえきえきとりとりとりとり

扱
い
を
す
る
こ
と
。

あつかあつかあつかあつか八
障
害
の
あ
る
人
に
情
報
を
提
供
し
、
又
は
障
害
の
あ
る
人
か
ら
情
報
の
提
供
を
受
け
る
場
合
に

はちはちはちはちしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとじようじようじようじようほうほうほうほうていていていていきようきようきようきようまたまたまたまたしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとじようじようじようじようほうほうほうほうていていていていきようきようきようきようううううばばばばあいあいあいあい

お
い
て
、
障
害
の
あ
る
人
に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
取
扱
い
を
す
る
こ
と
。

しようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとたいたいたいたいつぎつぎつぎつぎかかかかかかかかとりとりとりとりあつかあつかあつかあつか
ア
障
害
の
あ
る
人
か
ら
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
障
害
の
あ
る
人
に
対
し

しようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとじようじようじようじようほうほうほうほうていていていていきようきようきようきようもともともともとばばばばあいあいあいあい
しようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとたいたいたいたい

て
、
当
該
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
他
の
者
の
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

とうとうとうとうがいがいがいがいじようじようじようじようほうほうほうほうていていていていきようきようきようきよう
たたたたものものものものけんけんけんけんりりりりりりりりえきえきえきえきしんしんしんしんがいがいがいがい

認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
の
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
障
害
を
理
由
と
し
て
、
情

みとみとみとみとばばばばあいあいあいあいたたたたごうごうごうごうりりりりてきてきてきてきりりりりゆうゆうゆうゆうばばばばあいあいあいあいのぞのぞのぞのぞしようしようしようしようがいがいがいがいりりりりゆうゆうゆうゆうじようじようじようじよう

報
の
提
供
を
拒
み
、
若
し
く
は
制
限
し
、
又
は
こ
れ
に
条
件
を
付
し
、
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱

ほうほうほうほうていていていていきようきようきようきようこばこばこばこばももももせいせいせいせいげんげんげんげんまたまたまたまたじようじようじようじようけんけんけんけんふふふふたたたたふふふふりりりりえきえきえきえきとりとりとりとりあつかあつかあつかあつか

い
を
す
る
こ
と
。

イ
障
害
の
あ
る
人
が
意
思
を
表
示
す
る
場
合
に
お
い
て
、
障
害
の
あ
る
人
に
対
し
て
、
障
害
の

しようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひといいいいししししひようひようひようひようじじじじばばばばあいあいあいあい
しようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとたいたいたいたいしようしようしようしようがいがいがいがい

あ
る
人
が
選
択
し
た
意
思
表
示
の
方
法
に
よ
っ
て
は
障
害
の
あ
る
人
の
表
示
し
よ
う
と
す
る
意

ひとひとひとひとせんせんせんせんたくたくたくたくいいいいししししひようひようひようひようじじじじほうほうほうほうほうほうほうほう
しようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとひようひようひようひようじじじじ
いいいい

思
を
確
認
す
る
こ
と
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
場
合
そ
の
他
の
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
を

ししししかくかくかくかくにんにんにんにん
いちじるいちじるいちじるいちじるしししししようしようしようしようばばばばあいあいあいあいたたたたごうごうごうごうりりりりてきてきてきてきりりりりゆうゆうゆうゆうばばばばあいあいあいあい

除
き
、
障
害
を
理
由
と
し
て
、
意
思
の
表
示
を
受
け
る
こ
と
を
拒
み
、
又
は
こ
れ
に
条
件
を
付

のぞのぞのぞのぞしようしようしようしようがいがいがいがいりりりりゆうゆうゆうゆういいいいししししひようひようひようひようじじじじうううう
こばこばこばこばまたまたまたまたじようじようじようじようけんけんけんけんふふふふ

し
、
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
す
る
こ
と
。

たたたたふふふふりりりりえきえきえきえきとりとりとりとりあつかあつかあつかあつか

九
障
害
の
あ
る
人
に
、
商
品
を
販
売
し
、
又
は
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
障
害
の

きゆうきゆうきゆうきゆうしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとしようしようしようしようひんひんひんひんはんはんはんはんばいばいばいばいまたまたまたまた
ていていていていきようきようきようきようばばばばあいあいあいあい
しようしようしようしようがいがいがいがい

あ
る
人
に
対
し
て
、
そ
の
障
害
の
特
性
に
よ
り
他
の
者
に
対
し
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
質
が
著
し

ひとひとひとひとたいたいたいたい
しようしようしようしようがいがいがいがいとくとくとくとくせいせいせいせいたたたたものものものものたいたいたいたいていていていていきようきようきようきよう
しつしつしつしつあらわあらわあらわあらわ

く
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
の
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除

そこそこそこそこ
みとみとみとみとばばばばあいあいあいあいたたたたごうごうごうごうりりりりてきてきてきてきりりりりゆうゆうゆうゆうばばばばあいあいあいあいのぞのぞのぞのぞ

き
、
障
害
を
理
由
と
し
て
、
商
品
の
販
売
若
し
く
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
拒
み
、
若
し
く
は
制
限

しようしようしようしようがいがいがいがいりりりりゆうゆうゆうゆうしようしようしようしようひんひんひんひんはんはんはんはんばいばいばいばいもももも
ていていていていきようきようきようきようこばこばこばこばももももせいせいせいせいげんげんげんげん

し
、
又
は
こ
れ
ら
に
条
件
を
付
し
、
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
す
る
こ
と
。

またまたまたまた
じようじようじようじようけんけんけんけんふふふふ
たたたたふふふふりりりりえきえきえきえきとりとりとりとりあつかあつかあつかあつか

十
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
障
害
の
あ
る
人
に
対
し
て
、
障
害
を
理
由
と
し
て
不
利
益
な

じゆうじゆうじゆうじゆうぜんぜんぜんぜんかくかくかくかくごうごうごうごうかかかかかかかか
しようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとたいたいたいたいしようしようしようしようがいがいがいがいりりりりゆうゆうゆうゆうふふふふりりりりえきえきえきえき

取
扱
い
を
す
る
こ
と
。

とりとりとりとりあつかあつかあつかあつか（
社
会
的
障
壁
の
除
去
の
た
め
の
合
理
的
な
配
慮
）

しやしやしやしやかいかいかいかいてきてきてきてきしようしようしようしようへきへきへきへきじよじよじよじよきよきよきよきよごうごうごうごうりりりりてきてきてきてきはいはいはいはいりよりよりよりよ

第
九
条
何
人
も
、
障
害
の
あ
る
人
か
ら
現
に
社
会
的
障
壁
の
除
去
を
必
要
と
し
て
い
る
旨
の
意
思
の

だいだいだいだいきゆうきゆうきゆうきゆうじようじようじようじようなんなんなんなんにんにんにんにんしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとげんげんげんげんしやしやしやしやかいかいかいかいてきてきてきてきしようしようしようしようへきへきへきへきじよじよじよじよきよきよきよきよひつひつひつひつようようようよう
むねむねむねむねいいいいしししし

表
明
（
障
害
の
あ
る
人
の
保
護
者
、
後
見
人
そ
の
他
の
関
係
者
が
本
人
に
代
わ
っ
て
行
っ
た
も
の
及

ひようひようひようひようめいめいめいめいしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとほほほほごごごごしやしやしやしやこうこうこうこうけんけんけんけんにんにんにんにんたたたたかんかんかんかんけいけいけいけいしやしやしやしやほんほんほんほんにんにんにんにんかかかかいいいいおよおよおよおよ

び
こ
れ
ら
の
者
が
本
人
の
補
佐
人
と
し
て
行
っ
た
補
佐
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に

ものものものものほんほんほんほんにんにんにんにんほほほほささささにんにんにんにんいいいいほほほほささささかかかかかかかかふくふくふくふく
ばばばばあいあいあいあい

お
い
て
、
そ
の
実
施
に
伴
う
負
担
が
過
重
で
な
い
と
き
は
、
障
害
の
あ
る
人
の
権
利
利
益
を
侵
害
す

じつじつじつじつししししともなともなともなともなふふふふたんたんたんたんかかかかじゆうじゆうじゆうじゆう
しようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとけんけんけんけんりりりりりりりりえきえきえきえきしんしんしんしんがいがいがいがい

る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
、
本
人
の
性
別
、
年
齢
及
び
障
害
の
状
態
に
応
じ
て
、
社
会
的
障
壁
の
除

ほんほんほんほんにんにんにんにんせいせいせいせいべつべつべつべつねんねんねんねんれいれいれいれいおよおよおよおよしようしようしようしようがいがいがいがいじようじようじようじようたいたいたいたいおうおうおうおうしやしやしやしやかいかいかいかいてきてきてきてきしようしようしようしようへきへきへきへきじよじよじよじよ
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去
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
か
つ
合
理
的
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

きよきよきよきよじつじつじつじつししししひつひつひつひつようようようようごうごうごうごうりりりりてきてきてきてきはいはいはいはいりよりよりよりよ

第
三
章
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
を
解
消
す
る
た
め
の
施
策

だいだいだいだいさんさんさんさんしようしようしようしようしようしようしようしようがいがいがいがいりりりりゆうゆうゆうゆうささささべつべつべつべつかいかいかいかいしようしようしようしよう
ししししさくさくさくさく

（
相
談
及
び
支
援
）

そうそうそうそうだんだんだんだんおよおよおよおよししししえんえんえんえん
第
十
条
何
人
も
、
県
に
対
し
、
第
八
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
配
慮
を
し
な

だいだいだいだいじゆうじゆうじゆうじゆうじようじようじようじようなんなんなんなんにんにんにんにんけんけんけんけんたいたいたいたいだいだいだいだいはちはちはちはちじようじようじようじようかくかくかくかくごうごうごうごうかかかかかかかかこうこうこうこういいいいおよおよおよおよぜんぜんぜんぜんじようじようじようじようききききていていていていはいはいはいはいりよりよりよりよ

い
こ
と
（
以
下
「
不
利
益
な
取
扱
い
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
相
談
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

いいいいかかかかふふふふりりりりえきえきえきえきとりとりとりとりあつかあつかあつかあつかとうとうとうとう
かんかんかんかんそうそうそうそうだんだんだんだん

２
県
は
、
前
項
に
規
定
す
る
相
談
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

けんけんけんけんぜんぜんぜんぜんこうこうこうこうききききていていていていそうそうそうそうだんだんだんだん
つぎつぎつぎつぎかかかかかかかかそそそそちちちちこうこうこうこう

一
相
談
に
応
じ
、
相
談
者
に
必
要
な
助
言
、
情
報
の
提
供
等
を
行
う
こ
と
。

いちいちいちいちそうそうそうそうだんだんだんだんおうおうおうおうそうそうそうそうだんだんだんだんしやしやしやしやひつひつひつひつようようようようじよじよじよじよげんげんげんげんじようじようじようじようほうほうほうほうていていていていきようきようきようきようとうとうとうとうおこなおこなおこなおこな
二
相
談
に
係
る
関
係
者
間
の
調
整
を
行
う
こ
と
。

ににににそうそうそうそうだんだんだんだんかかかかかかかかかんかんかんかんけいけいけいけいしやしやしやしやかんかんかんかんちようちようちようちようせいせいせいせいおこなおこなおこなおこな
三
関
係
行
政
機
関
へ
の
通
告
、
通
報
そ
の
他
の
通
知
を
行
う
こ
と
。

さんさんさんさんかんかんかんかんけいけいけいけいぎようぎようぎようぎようせいせいせいせいききききかんかんかんかんつうつうつうつうこくこくこくこくつうつうつうつうほうほうほうほうたたたたつうつうつうつうちちちちおこなおこなおこなおこな
（
相
談
員
の
配
置
）

そうそうそうそうだんだんだんだんいんいんいんいんはいはいはいはいちちちち

第
十
一
条
知
事
は
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
せ
る
た
め
、
適
正
か
つ
確
実
に
行
う

だいだいだいだいじゆうじゆうじゆうじゆういちいちいちいちじようじようじようじようちちちちじじじじぜんぜんぜんぜんじようじようじようじようだいだいだいだいににににこうこうこうこうかくかくかくかくごうごうごうごうかかかかかかかかぎようぎようぎようぎようむむむむおこなおこなおこなおこな
てきてきてきてきせいせいせいせいかくかくかくかくじつじつじつじつおこなおこなおこなおこな

こ
と
が
で
き
る
者
を
相
談
員
と
し
て
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ものものものものそうそうそうそうだんだんだんだんいんいんいんいんいいいいしよくしよくしよくしよく
２
相
談
員
は
、
こ
の
条
例
に
基
づ
き
業
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
相
談
員
で

そうそうそうそうだんだんだんだんいんいんいんいんじようじようじようじようれいれいれいれいもともともともとぎようぎようぎようぎようむむむむじようじようじようじようししししええええひひひひみつみつみつみつもももも
そうそうそうそうだんだんだんだんいんいんいんいん

な
く
な
っ
た
後
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

あとあとあとあと
どうどうどうどうようようようよう

（
必
要
な
措
置
の
求
め
）

ひつひつひつひつようようようようそそそそちちちちもともともともと

第
十
二
条
障
害
の
あ
る
人
は
、
第
十
条
第
一
項
の
相
談
を
経
て
も
不
利
益
な
取
扱
い
等
に
関
す
る
事

だいだいだいだいじゆうじゆうじゆうじゆうににににじようじようじようじようしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとだいだいだいだいじゆうじゆうじゆうじゆうじようじようじようじようだいだいだいだいいちいちいちいちこうこうこうこうそうそうそうそうだんだんだんだんへへへへふふふふりりりりえきえきえきえきとりとりとりとりあつかあつかあつかあつかとうとうとうとうかんかんかんかんじじじじ
案
（
以
下
「
対
象
事
案
」
と
い
う
。
）
が
解
決
し
な
い
と
き
は
、
知
事
に
対
し
、
そ
の
解
決
の
た
め

あんあんあんあんいいいいかかかかたいたいたいたいしようしようしようしようじじじじあんあんあんあん
かいかいかいかいけつけつけつけつ
ちちちちじじじじたいたいたいたいかいかいかいかいけつけつけつけつ

に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ひつひつひつひつようようようようそそそそちちちちこうこうこうこうもともともともと

２
前
項
の
規
定
は
、
対
象
事
案
に
係
る
障
害
の
あ
る
人
の
保
護
者
、
後
見
人
そ
の
他
の
関
係
者
に
つ

ぜんぜんぜんぜんこうこうこうこうききききていていていていたいたいたいたいしようしようしようしようじじじじあんあんあんあんかかかかかかかかしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとほほほほごごごごしやしやしやしやこうこうこうこうけんけんけんけんにんにんにんにんたたたたかんかんかんかんけいけいけいけいしやしやしやしや
い
て
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
求
め
を
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
障
害
の
あ
る
人
の
意
に
反
す
る
と

じゆんじゆんじゆんじゆんようようようよう
とうとうとうとうがいがいがいがいもともともともと
あきあきあきあきしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひといいいいはんはんはんはん

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

みとみとみとみと
かぎかぎかぎかぎ

（
助
言
又
は
あ
っ
せ
ん
）

じよじよじよじよげんげんげんげんまたまたまたまた第
十
三
条
知
事
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
助

だいだいだいだいじゆうじゆうじゆうじゆうさんさんさんさんじようじようじようじようちちちちじじじじぜんぜんぜんぜんじようじようじようじようだいだいだいだいいちいちいちいちこうこうこうこうまたまたまたまただいだいだいだいににににこうこうこうこうききききていていていていもともともともと
ばばばばあいあいあいあい
じよじよじよじよ

言
若
し
く
は
あ
っ
せ
ん
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
又
は
対
象
事
案
の
性
質
上
助
言
若
し
く
は
あ

げんげんげんげんもももも
ひつひつひつひつようようようようみとみとみとみとまたまたまたまたたいたいたいたいしようしようしようしようじじじじあんあんあんあんせいせいせいせいしつしつしつしつじようじようじようじようじよじよじよじよげんげんげんげんもももも

っ
せ
ん
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
を
除
き
、
奈
良
県
障
害
者
相
談
等
調
整
委
員
会

おこなおこなおこなおこなてきてきてきてきとうとうとうとうみとみとみとみと
のぞのぞのぞのぞななななららららけんけんけんけんしようしようしようしようがいがいがいがいしやしやしやしやそうそうそうそうだんだんだんだんとうとうとうとうちようちようちようちようせいせいせいせいいいいいいんいんいんいんかいかいかいかい

に
助
言
又
は
あ
っ
せ
ん
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

じよじよじよじよげんげんげんげんまたまたまたまた
おこなおこなおこなおこな

２
奈
良
県
障
害
者
相
談
等
調
整
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
助
言
又
は
あ
っ
せ
ん
の
た
め
必
要

ななななららららけんけんけんけんしようしようしようしようがいがいがいがいしやしやしやしやそうそうそうそうだんだんだんだんとうとうとうとうちようちようちようちようせいせいせいせいいいいいいんいんいんいんかいかいかいかいぜんぜんぜんぜんこうこうこうこうききききていていていていじよじよじよじよげんげんげんげんまたまたまたまた
ひつひつひつひつようようようよう

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
対
象
事
案
の
当
事
者
（
以
下
「
関
係
当
事
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、

みとみとみとみと
たいたいたいたいしようしようしようしようじじじじあんあんあんあんとうとうとうとうじじじじしやしやしやしやいいいいかかかかかんかんかんかんけいけいけいけいとうとうとうとうじじじじしやしやしやしや
たいたいたいたい

必
要
な
資
料
の
提
出
及
び
説
明
を
求
め
る
こ
と
そ
の
他
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

ひつひつひつひつようようようようししししりようりようりようりようていていていていしゆつしゆつしゆつしゆつおよおよおよおよせつせつせつせつめいめいめいめいもともともともと
たたたたひつひつひつひつようようようようちようちようちようちようささささおこなおこなおこなおこな

３
奈
良
県
障
害
者
相
談
等
調
整
委
員
会
は
、
対
象
事
案
の
解
決
に
必
要
な
あ
っ
せ
ん
案
を
作
成
し
、

ななななららららけんけんけんけんしようしようしようしようがいがいがいがいしやしやしやしやそうそうそうそうだんだんだんだんとうとうとうとうちようちようちようちようせいせいせいせいいいいいいんいんいんいんかいかいかいかいたいたいたいたいしようしようしようしようじじじじあんあんあんあんかいかいかいかいけつけつけつけつひつひつひつひつようようようよう
あんあんあんあんさくさくさくさくせいせいせいせい
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こ
れ
を
関
係
当
事
者
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

かんかんかんかんけいけいけいけいとうとうとうとうじじじじしやしやしやしやていていていていじじじじ
４
奈
良
県
障
害
者
相
談
等
調
整
委
員
会
は
、
助
言
を
行
っ
た
と
き
又
は
あ
っ
せ
ん
が
終
了
し
、
若
し

ななななららららけんけんけんけんしようしようしようしようがいがいがいがいしやしやしやしやそうそうそうそうだんだんだんだんとうとうとうとうちようちようちようちようせいせいせいせいいいいいいんいんいんいんかいかいかいかいじよじよじよじよげんげんげんげんいいいいまたまたまたまた
しゆうしゆうしゆうしゆうりようりようりようりようもももも

く
は
打
ち
切
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

ううううきききき
けつけつけつけつかかかかちちちちじじじじほうほうほうほうこくこくこくこく

ばばばばあいあいあいあい

い
て
、
関
係
当
事
者
が
あ
っ
せ
ん
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項

かんかんかんかんけいけいけいけいとうとうとうとうじじじじしやしやしやしや
したがしたがしたがしたが
むねむねむねむねたたたたききききそくそくそくそくさださださださだじじじじこうこうこうこう

を
併
せ
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あわあわあわあわほうほうほうほうこくこくこくこく
（
勧
告
等
）

かんかんかんかんこくこくこくこくとうとうとうとう第
十
四
条
知
事
は
、
前
条
第
四
項
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

だいだいだいだいじゆうじゆうじゆうじゆうよんよんよんよんじようじようじようじようちちちちじじじじぜんぜんぜんぜんじようじようじようじようだいだいだいだいよんよんよんよんこうこうこうこうほうほうほうほうこくこくこくこくううううばばばばあいあいあいあいつぎつぎつぎつぎかくかくかくかくごうごうごうごう

該
当
す
る
た
め
調
査
を
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
当
事
者
に
対
し
、
説
明
又
は

がいがいがいがいとうとうとうとうちようちようちようちようささささ
ようようようようみとみとみとみと
かんかんかんかんけいけいけいけいとうとうとうとうじじじじしやしやしやしやたいたいたいたいせつせつせつせつめいめいめいめいまたまたまたまた

資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ししししりようりようりようりようていていていていしゆつしゆつしゆつしゆつもともともともと
一
正
当
な
理
由
な
く
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
等
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
と

いちいちいちいちせいせいせいせいとうとうとうとうりりりりゆうゆうゆうゆうぜんぜんぜんぜんじようじようじようじようだいだいだいだいににににこうこうこうこうききききていていていていちようちようちようちようささささとうとうとうとうこばこばこばこばさまたさまたさまたさまたまたまたまたまたききききひひひひ

き
。

二
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
対
し
て
虚
偽
の
資
料
の
提
出
又
は
説
明
を
行
っ
た
と
き
。

ににににぜんぜんぜんぜんじようじようじようじようだいだいだいだいににににこうこうこうこうききききていていていていちようちようちようちようささささたいたいたいたいきよきよきよきよぎぎぎぎししししりようりようりようりようていていていていしゆつしゆつしゆつしゆつまたまたまたまたせつせつせつせつめいめいめいめいいいいい
三
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
を
受
け
入
れ
た
不
利
益
な
取
扱
い
等
を
し
た
と
認
め
ら

さんさんさんさんぜんぜんぜんぜんじようじようじようじようだいだいだいだいよんよんよんよんこうこうこうこうききききていていていてい
うううういいいいふふふふりりりりえきえきえきえきとりとりとりとりあつかあつかあつかあつかとうとうとうとうみとみとみとみと

れ
る
関
係
当
事
者
が
、
正
当
な
理
由
な
く
、
当
該
あ
っ
せ
ん
に
基
づ
い
た
措
置
を
履
行
し
な
い
と

かんかんかんかんけいけいけいけいとうとうとうとうじじじじしやしやしやしやせいせいせいせいとうとうとうとうりりりりゆうゆうゆうゆうとうとうとうとうがいがいがいがい
もともともともとそそそそちちちちりりりりこうこうこうこう

き
。

２
前
項
の
説
明
又
は
資
料
の
提
出
に
よ
り
、
関
係
当
事
者
が
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

ぜんぜんぜんぜんこうこうこうこうせつせつせつせつめいめいめいめいまたまたまたまたししししりようりようりようりようていていていていしゆつしゆつしゆつしゆつかんかんかんかんけいけいけいけいとうとうとうとうじじじじしやしやしやしやぜんぜんぜんぜんこうこうこうこうかくかくかくかくごうごうごうごう
がいがいがいがいとうとうとうとう

認
め
た
と
き
は
、
知
事
は
、
関
係
当
事
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る

みとみとみとみと
ちちちちじじじじかんかんかんかんけいけいけいけいとうとうとうとうじじじじしやしやしやしやたいたいたいたいひつひつひつひつようようようようそそそそちちちちこうこうこうこう
かんかんかんかんこくこくこくこく

こ
と
が
で
き
る
。

（
公
表
）

こうこうこうこうひようひようひようひよう第
十
五
条
知
事
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
関
係
当
事
者
が
、
正
当
な
理
由
な

だいだいだいだいじゆうじゆうじゆうじゆうごごごごじようじようじようじようちちちちじじじじぜんぜんぜんぜんじようじようじようじようだいだいだいだいににににこうこうこうこうききききていていていていかんかんかんかんこくこくこくこくううううかんかんかんかんけいけいけいけいとうとうとうとうじじじじしやしやしやしやせいせいせいせいとうとうとうとうりりりりゆうゆうゆうゆう
く
、
当
該
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と

とうとうとうとうがいがいがいがいかんかんかんかんこくこくこくこくしたがしたがしたがしたが
ききききそくそくそくそくさださださださだ
むねむねむねむねこうこうこうこうひようひようひようひよう

が
で
き
る
。

２
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
公
表
に
係
る
者
に
対
し
、

ちちちちじじじじぜんぜんぜんぜんこうこうこうこうききききていていていていこうこうこうこうひようひようひようひよう
とうとうとうとうがいがいがいがいこうこうこうこうひようひようひようひようかかかかかかかかものものものものたいたいたいたい

あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
通
知
し
、
そ
の
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
出
席
を
求
め
、
意
見
を
述
べ
る
機

むねむねむねむねつうつうつうつうちちちちものものものものまたまたまたまただいだいだいだいりりりりにんにんにんにんしゆつしゆつしゆつしゆつせきせきせきせきもともともともといいいいけんけんけんけんののののきききき
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

かいかいかいかいあたあたあたあた第
四
章
奈
良
県
障
害
者
相
談
等
調
整
委
員
会

だいだいだいだいよんよんよんよんしようしようしようしようななななららららけんけんけんけんしようしようしようしようがいがいがいがいしやしやしやしやそうそうそうそうだんだんだんだんとうとうとうとうちようちようちようちようせいせいせいせいいいいいいんいんいんいんかいかいかいかい

第
十
六
条
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
さ
せ
る
ほ
か
、
障
害

だいだいだいだいじゆうじゆうじゆうじゆうろくろくろくろくじようじようじようじようじようじようじようじようれいれいれいれいききききていていていてい
けんけんけんけんげんげんげんげんぞくぞくぞくぞく
じじじじこうこうこうこうしよしよしよしよりりりり
しようしようしようしようがいがいがいがい

の
あ
る
人
の
権
利
擁
護
等
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
、
知
事
の
諮
問
に
応
じ
て

ひとひとひとひとけんけんけんけんりりりりようようようようごごごごとうとうとうとうししししさくさくさくさくかんかんかんかんじゆうじゆうじゆうじゆうようようようようじじじじこうこうこうこう
ちちちちじじじじししししもんもんもんもんおうおうおうおう

調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
、
奈
良
県
障
害
者
相
談
等
調
整
委
員
会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
調
整
委

ちようちようちようちようささささしんしんしんしんぎぎぎぎ
ななななららららけんけんけんけんしようしようしようしようがいがいがいがいしやしやしやしやそうそうそうそうだんだんだんだんとうとうとうとうちようちようちようちようせいせいせいせいいいいいいんいんいんいんかいかいかいかいいいいいかかかかじようじようじようじよう
ちようちようちようちようせいせいせいせいいいいい

員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

いんいんいんいんかいかいかいかい
おおおお
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２
調
整
委
員
会
は
、
委
員
十
五
人
以
内
で
組
織
す
る
。

ちようちようちようちようせいせいせいせいいいいいいんいんいんいんかいかいかいかいいいいいいんいんいんいんじゆうじゆうじゆうじゆうごごごごひとひとひとひといいいいないないないないそそそそしきしきしきしき

３
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
委
嘱
す
る
。

いいいいいんいんいんいんつぎつぎつぎつぎかかかかかかかかものものものもの
ちちちちじじじじいいいいしよくしよくしよくしよく

一
学
識
経
験
を
有
す
る
者

いちいちいちいちがくがくがくがくしきしきしきしきけいけいけいけいけんけんけんけんゆうゆうゆうゆうものものものもの
二
障
害
の
あ
る
人
及
び
障
害
の
あ
る
人
の
福
祉
に
関
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者

ににににしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとおよおよおよおよしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとふくふくふくふくししししかんかんかんかんじじじじぎようぎようぎようぎようじゆうじゆうじゆうじゆうじじじじものものものもの

三
事
業
者
を
代
表
す
る
者

さんさんさんさんじじじじぎようぎようぎようぎようしやしやしやしやだいだいだいだいひようひようひようひようものものものもの
四
そ
の
他
知
事
が
適
当
と
認
め
る
者

よんよんよんよんたたたたちちちちじじじじてきてきてきてきとうとうとうとうみとみとみとみとものものものもの
４
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す

いいいいいんいんいんいんにんにんにんにんききききににににねんねんねんねん
ほほほほけつけつけつけついいいいいんいんいんいんにんにんにんにんききききぜんぜんぜんぜんにんにんにんにんしやしやしやしやざんざんざんざんにんにんにんにんききききかんかんかんかん

る
。

５
委
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様
と

いいいいいんいんいんいんしよくしよくしよくしよくむむむむじようじようじようじようししししええええひひひひみつみつみつみつもももも
しよくしよくしよくしよくしりぞしりぞしりぞしりぞあとあとあとあとどうどうどうどうようようようよう

す
る
。

６
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
調
整
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則

ぜんぜんぜんぜんかくかくかくかくこうこうこうこうさださださださだ
ちようちようちようちようせいせいせいせいいいいいいんいんいんいんかいかいかいかいそそそそしきしきしきしきおよおよおよおようんうんうんうんえいえいえいえいかんかんかんかんひつひつひつひつようようようようじじじじこうこうこうこうききききそくそくそくそく

で
定
め
る
。

さださださださだ

第
五
章
障
害
及
び
障
害
の
あ
る
人
に
関
す
る
理
解
の
促
進

だいだいだいだいごごごごしようしようしようしようしようしようしようしようがいがいがいがいおよおよおよおよしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとかんかんかんかんりりりりかいかいかいかいそくそくそくそくしんしんしんしん
第
十
七
条
県
は
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
等
を
な
く
す
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
県
民
の
関
心

だいだいだいだいじゆうじゆうじゆうじゆうななななななななじようじようじようじようけんけんけんけんしようしようしようしようがいがいがいがいりりりりゆうゆうゆうゆうささささべつべつべつべつとうとうとうとう
じゆうじゆうじゆうじゆうようようようようせいせいせいせい
けんけんけんけんみんみんみんみんかんかんかんかんしんしんしんしん

と
理
解
を
深
め
る
た
め
、
障
害
お
よ
び
障
害
の
あ
る
人
に
関
す
る
知
識
等
の
普
及
啓
発
そ
の
他
必
要

りりりりかいかいかいかいふかふかふかふか
しようしようしようしようがいがいがいがいしようしようしようしようがいがいがいがいひとひとひとひとかんかんかんかんちちちちしきしきしきしきとうとうとうとうふふふふきゆうきゆうきゆうきゆうけいけいけいけいはつはつはつはつたたたたひつひつひつひつようようようよう

な
事
業
を
行
う
も
の
と
す
る
。

じじじじぎようぎようぎようぎようおこなおこなおこなおこな第
六
章
雑
則

だいだいだいだいろくろくろくろくしようしようしようしようざつざつざつざつそくそくそくそく

（
そ
の
他
）

たたたた第
十
八
条
こ
の
条
例
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が

だいだいだいだいじゆうじゆうじゆうじゆうはちはちはちはちじようじようじようじようじようじようじようじようれいれいれいれいさださださださだ
じようじようじようじようれいれいれいれいじつじつじつじつししししかんかんかんかんひつひつひつひつようようようようじじじじこうこうこうこうちちちちじじじじ

規
則
で
定
め
る
。

ききききそくそくそくそくさださださださだ第
七
章
罰
則

だいだいだいだいななななななななしようしようしようしようばつばつばつばつそくそくそくそく

第
十
九
条
第
十
一
条
第
二
項
又
は
第
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
は
、

だいだいだいだいじゆうじゆうじゆうじゆうきゆうきゆうきゆうきゆうじようじようじようじようだいだいだいだいじゆうじゆうじゆうじゆういちいちいちいちじようじようじようじようだいだいだいだいににににこうこうこうこうまたまたまたまただいだいだいだいじゆうじゆうじゆうじゆうろくろくろくろくじようじようじようじようだいだいだいだいごごごごこうこうこうこうききききていていていていいいいいはんはんはんはんひひひひみつみつみつみつももももものものものもの
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

いちいちいちいちねんねんねんねんいいいいかかかかちようちようちようちようえきえきえきえきまたまたまたまたごごごごじゆうじゆうじゆうじゆうえんえんえんえんいいいいかかかかばつばつばつばつきんきんきんきんしよしよしよしよ

附
則

ふふふふそくそくそくそく（
施
行
期
日
）

ししししこうこうこうこうききききじつじつじつじつ

１
こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
章
、
第
三
章
及
び
第

じようじようじようじようれいれいれいれいへいへいへいへいせいせいせいせいににににじゆうじゆうじゆうじゆうななななななななねんねんねんねんじゆうじゆうじゆうじゆうがつがつがつがつついたちついたちついたちついたちししししこうこうこうこう
だいだいだいだいににににしようしようしようしようだいだいだいだいさんさんさんさんしようしようしようしようおよおよおよおよだいだいだいだい

七
章
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

ななななななななしようしようしようしようききききていていていていへいへいへいへいせいせいせいせいににににじゆうじゆうじゆうじゆうはちはちはちはちねんねんねんねんししししがつがつがつがつついたちついたちついたちついたちししししこうこうこうこう

（
準
備
行
為
）

じゆんじゆんじゆんじゆんびびびびこうこうこうこういいいい

２
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
相
談
員
の
委
嘱
に
関
し
必
要
な
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
前

だいだいだいだいじゆうじゆうじゆうじゆういちいちいちいちじようじようじようじようだいだいだいだいいちいちいちいちこうこうこうこうききききていていていていそうそうそうそうだんだんだんだんいんいんいんいんいいいいしよくしよくしよくしよくかんかんかんかんひつひつひつひつようようようようこうこうこうこういいいいじようじようじようじようれいれいれいれいししししこうこうこうこうまえまえまえまえ

に
お
い
て
も
、
同
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

どうどうどうどうこうこうこうこうききききていていていていれいれいれいれいおこなおこなおこなおこな


